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要点 
 

 本公開草案（ED）は、IAS第12 号の例外規定を提案している。この例外規

定は、特定の資産から生じる繰延税金資産および繰延税金負債の測定

について、当該資産の帳簿価額が全額売却によって回収されるとの推定

に基づき算定するよう要求するものである。この推定は、当該資産の経

済的便益がその経済的耐用年数にわたって費消されることを示す明らか

な証拠が存在する場合は、反証可能である。 

 この例外規定は、IAS 第 40 号の「「公正価値モデル」」、または IAS 第 16

号および IAS 第 38 号の「「再評価モデル」」を用いて測定される資産に適

用される。また、買収企業が企業結合後に IAS 第 40 号の「公正価値モデ

ル」、または IAS 第 16 号または IAS 第 38 号の「再評価モデル」を適用す

る場合には、企業結合で取得した投資不動産、有形固定資産、無形資産

にも適用される。 

 コメント期限は 2010 年 11 月 9 日である。 

提案の概要 

2010年9月10日、国際会計基準審議会（IASB）は、公開草案、ED/2010/11 「繰

延税金：原資産の回収－IAS第12号の改訂案」を公表した。EDは、繰延税金資

産および繰延税金負債の測定には、資産の帳簿価額の回収を行おうとしている

方法から生じる税務上の影響を反映しなければならないというIAS第12号の一般

原則に対する例外規定を設けるものである。 

 

EDは、この原則の適用が困難または主観的になり得る特定の法域における懸

念に対応して、公表された。 例えば、この原則は特に、公正価値で測定される

投資不動産への適用が困難である。なぜなら、当該不動産は企業によって資本

増価目的ばかりでなく賃貸収入の稼得目的に保有される場合があり、税法は、

売却による資産の回収からの利得または損失に対し、同一資産の使用によって

稼得する収益に適用される税率とは異なる税率で課税する場合があるためであ
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る。さらに、回収方法によって、税法上異なる税務基準額が同一資産に適用され

る場合がある。例えば、一部の法域においては、インフレーション修正後の原価

を定めているものの、減価償却費の損金算入は認めないか、または取得原価部

分についてのみ減価償却を認めている。これが、本原則を実務上適用するにあ

たり、混乱と潜在的な不整合が生じている。 

 

これに対応して、IASBは繰延税金資産または繰延税金負債が以下の資産から

生じる場合、当該原則への例外規定を設けることを提案している。 

 IAS第40号の「公正価値モデル」を用いて測定される投資不動産 

 IAS第16号またはIAS第38号の「再評価モデル」を用いて測定される、有

形固定資産または無形資産 

 投資不動産、有形固定資産、無形資産を企業結合で獲得し、事後に「公正

価値モデル」または「再評価モデル」で測定される場合 

これらの資産について、EDは、企業が資産の経済的便益が経済的耐用年数に

わたって費消することを示す明らかな証拠が存在しない限り、繰延税金資産また

は繰延税金負債の測定に、資産の帳簿価額を全額売却によって回収することの

税務上の影響を反映しなければならない、いう反証可能な推定を提案している。 

 

見解: 本改訂案は、資産の帳簿価額の回収を行う予想される方法を決定す

るための IAS 第 12 号の現行の要求を、特定の資産については帳簿価額が全

額売却によって回収されるという反証可能な推定に置換えるものである。   

現在、場合によっては、資産は使用を通じて一部回収され、売却によって一部

回収されると判断されている。改訂案は、公正価値で測定された資産の回収

については使用または売却による全額回収が前提とされることを示唆してい

る。 

売却益が課税されない法域で（IAS 第 40 号に従って「公正価値モデル」を用い

て会計処理されている）投資不動産を保有する企業は、公正価値利得または

損失に起因する一時差異について繰延税金を認識してはならない。企業が当

該不動産を売却する前に賃貸収入を創出するために一定期間使用する意図

があるか否かを問わず、売却を通じた全額の回収に起因する税務上の影響が

ないためである。 

 

 



経過措置 

EDは、IAS第12号への改訂を遡及的に適用することを提案している。これには、

提案された改訂の適用範囲内で、繰延税金資産または繰延税金負債を遡及的

に修正再表示することが含まれ、企業結合で当初認識されたものも含まれる。 

 

改訂案が発効した時点で、SIC解釈指針第21号「法人所得税－再評価された非

減価償却資産の回収」は廃止される。 

  

発効日 

コメント募集期間は、2010年11月9日に終了する。 EDは、発効日を特定していな

い。IASBは、EDについて受取ったコメントの検討後に発効日を決定する。 
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